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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

６５２ 令和２年度自衛官候補生の募集期間，採用 とくしまゼロ作戦課

試験の試験期日，試験場等を告示する件

６５３ 指定居宅サービス事業者を指定した件 長寿いきがい課

６５４ 指定介護予防サービス事業者を指定した件 同

６５５※ 鳥獣保護区の存続期間を更新した件 鳥獣対策・ふるさと

創造課

６５６※ 特定猟具使用禁止区域を指定する件 同

６５７ 土地改良区の役員の退任及び就任について 農林水産基盤整備局

届出があった件 農山漁村振興課

６５８ 土地改良区の定款の変更を認可した件 同

６５９ 保安林の指定施業要件を変更する予定の通 農林水産基盤整備局

知を受けた件 森林整備課

６６０ 同 同

６６１ 同 同

６６２ 道路の区域を変更する件 道路整備課

６６３ 同 同

６６４ 同 同

６６５ 同 同



【告示】

番 号 表 題 担当課名

６６６ 同 同

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

６２ 政治資金規正法の規定に基づき届出のあっ

た政治団体の名称等を公表する件

６３ 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の

解散の届出があった件

６４※ 徳島県公職選挙運動等管理規程の一部を改

正する告示

６５※ 徳島県公職選挙事務処理規程の一部を改正

する告示



徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官

候
補
生
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
試
験
期
日
、
試
験
場
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

募
集
期
限
、
試
験
期
日
及
び
試
験
種
目

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

募

集

期

限

試

験

期

日

試

験

種

目

第
五
回

令
和
二
年
十
月
三
十
日
（
金
曜

令
和
二
年
十
一
月
六
日
（
金
曜

筆
記
試
験
、
口
述
試
験

日
）
ま
で

日
）

、
適
性
検
査
、
身
体
検

査
及
び
経
歴
評
定

第
六
回

令
和
二
年
十
二
月
四
日
（
金
曜

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
（
金

同

日
）
ま
で

曜
日
）

備
考

筆
記
試
験
は
、
国
語
（
作
文
を
含
む
。
）
、
数
学
、
地
理
歴
史
及
び
公
民
に
つ
き
、
高
等
学

校
卒
業
程
度
の
学
力
に
つ
い
て
試
験
す
る
も
の
と
す
る
。

二

試
験
場

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

名

称

位

置

第
五
回

海
上
自
衛
隊
徳
島
航
空
基
地

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
三
八

第
六
回

同

同

三

応
募
資
格

日
本
国
籍
を
有
し
、
令
和
二
年
十
一
月
一
日
又
は
令
和
三
年
三
月
一
日
若
し
く
は
四
月
一
日
現
在
で

十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者
（
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
は
、
採
用
予
定
月
の
初
日
か
ら
起
算
し

て
三
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
こ
と

）
で
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学

力
を
有
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

１

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
る
ま
で
の
者

２

法
令
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

３

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他



の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

採
用
予
定
月

令
和
二
年
十
一
月
又
は
令
和
三
年
三
月
若
し
く
は
四
月

五

志
願
票
の
受
領
及
び
提
出
先

志
願
票
は
、
各
市
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
徳
島
地
方
協
力
本
部
若
し
く
は
そ
の
出
張
所
等
で
受
領
し

、
提
出
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

社
会
福
祉
法
人
圭
和
会

徳
島
市
丈
六
町
小
谷
四
六
番
一

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
き

徳
島
市
丈
六
町
小
谷
四
六
番
一

訪
問
介
護

令
和
二
年
十
月
一

ず
な

日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
き

同

通
所
介
護

同

ず
な

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
き

同

訪
問
看
護

同

ず
な

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ど
り

同

末
広
二
丁
目
一
番
八
〇

ひ
だ
ま
り
訪
問
看
護
ス
テ
ー

同

国
府
町
早
淵
三
五－

一
サ

同

同

ー
ま
ぁ
サ
ー
ビ
ス

号

シ
ョ
ン

ン
シ
テ
ィ
国
府

医
療
法
人
青
樹
会

同

丈
六
町
行
正
二
七
番
地

医
療
法
人
青
樹
会
城
南
病
院

同

丈
六
町
行
正
二
七
番
地
一

居
宅
療
養
管

同

一

理
指
導

株
式
会
社
ツ
ク
イ

神
奈
川
県
横
浜
市
港
南
区
上
大

ツ
ク
イ
徳
島
田
宮

同

北
田
宮
一－

七－

一
七

通
所
介
護

同

岡
西
一
丁
目
六
番
一
号



ツ
ク
イ
徳
島
西
須
賀

同

西
須
賀
町
下
中
須
八
四－

同

同

一
八

社
会
福
祉
法
人
す
だ
ち
会

徳
島
市
大
原
町
大
神
子
一
九
番

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ベ
ク
セ
ル

同

大
原
町
余
慶
一
番
地
五

短
期
入
所
生

同

余
慶

活
介
護



徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

社
会
福
祉
法
人
圭
和
会

徳
島
市
丈
六
町
小
谷
四
六
番
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
丈
六
町
小
谷
四
六
番
一

介
護
予
防
訪
問
看
護

令
和
二
年
十
月

き
ず
な

一
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

同

末
広
二
丁
目
一
番
八
〇
号

ひ
だ
ま
り
訪
問
看
護
ス
テ

同

国
府
町
早
淵
三
五－

一

同

同

ど
り
ー
ま
ぁ
サ
ー
ビ
ス

ー
シ
ョ
ン

サ
ン
シ
テ
ィ
国
府

医
療
法
人
青
樹
会

同

丈
六
町
行
正
二
七
番
地
一

医
療
法
人
青
樹
会
城
南
病

同

丈
六
町
行
正
二
七
番
地

介
護
予
防
居
宅
療
養

同

院

一

管
理
指
導

社
会
福
祉
法
人
す
だ
ち

同

大
原
町
大
神
子
一
九
番

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ベ
ク
セ

同

大
原
町
余
慶
一
番
地
五

介
護
予
防
短
期
入
所

同

会

ル
余
慶

生
活
介
護



徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
鳥
獣

保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

鳥
獣
保
護
区

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

区

域

面

積

存
続
期
間

の
名
称

指
定
区
分

指

定

目

的

大
麻
山
鳥
獣

鳴
門
市
大
麻
町
板
東
の
大
麻
比
古
神
社
参
道
祓
川
橋
北

三
一
〇
ヘ

令
和
二
年
十
一

森
林
鳥
獣
生
息
地

当
地
区
は
鳴
門
西
部
に
位
置
し

保
護
区

詰
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
板
東
谷
川
右
岸
を
南
西
に
約

ク
タ
ー
ル

月
一
日
か
ら
令

、
大
麻
山
県
立
自
然
公
園
に
指
定

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
進
み
同
神
社
第
一
駐
車
場
南
東
側
入
口

和
十
二
年
十
月

さ
れ
て
い
る
。
南
側
山
麓
に
は
阿

前
の
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
道
路
を
北
西

三
十
一
日
ま
で

波
国
・
淡
路
国
両
国
の
総
鎮
守
と

に
進
み
県
道
徳
島
北
灘
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
大
麻

同
県
道
を
同
市
北
灘
町
方
面
に
進
み
卯
辰
越
に
至
り
、
同

比
古
神
社
が
あ
り
、
多
く
の
参
拝

所
か
ら
稜
線
を
北
東
に
進
み
大
麻
山
山
頂
の
奥
宮
峯
神
社

客
が
集
ま
る
と
と
も
に
、
大
麻
山

り
よ
う

に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線
を
北
東
に
進
み
林
道
西
谷
線
と

へ
の
登
山
者
も
多
い
。
植
生
は
、

り
よ
う

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
南
に
進
み
中
谷
川

山
頂
付
近
は
県
内
有
数
の
ア
カ
ガ

と
板
東
谷
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
右
岸
を

シ
群
落
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
中

南
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
地
域

腹
以
下
は
か
つ
て
は
ア
カ
マ
ツ
群

落
と
さ
れ
て
い
た
が
、
区
域
の
大

部
分
が
マ
ツ
ク
イ
ム
シ
被
害
を
受

け
て
現
在
は
ク
ヌ
ギ
、
コ
ナ
ラ
等

を
中
心
と
す
る
二
次
林
と
な
っ
て

い
て
、
野
生
鳥
獣
の
生
息
環
境
と

し
て
良
好
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定

す
る
こ
と
に
よ
り
、
良
好
な
鳥
獣

の
生
息
環
境
を
維
持
す
る
と
と
も

に
当
該
区
域
が
県
民
が
野
生
鳥
獣

に
ふ
れ
あ
う
場
と
な
る
こ
と
を
図

る
も
の
で
あ
る
。



植
桜
鳥
獣
保

吉
野
川
市
川
島
町
桑
村
の
県
道
神
山
川
島
線
と
市
道
新

七
七
ヘ
ク

同

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

当
地
区
は
、
吉
野
川
市
川
島
町

護
区

池
尻
一
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道

タ
ー
ル

の
大
正
池
と
そ
の
南
側
に
位
置
す

を
東
に
進
み
市
道
下
山
田
・
湯
吸
線
と
の
交
点
に
至
り
、

る
山
林
を
中
心
と
し
た
保
護
区
で

同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
市
道
平
草
一
一
号
線
と

あ
る
。
区
域
内
に
は
杉
の
植
林
地

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
に
進
み
市
道
平

の
ほ
か
、
広
葉
樹
な
ど
も
多
く
見

草
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
及

ら
れ
る
。
大
正
池
を
含
む
い
く
つ

び
東
に
進
み
湯
吸
谷
川
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
を
南
に

か
の
池
と
、
一
部
に
農
地
、
宅
地

進
み
県
道
植
桜
鴨
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

な
ど
が
存
在
し
て
い
る
。
区
域
の

県
道
を
北
及
び
西
に
進
み
県
道
神
山
川
島
線
と
の
交
点
に

北
側
は
植
桜
公
園
や
植
桜
生
活
環

至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
一
般
国
道
一
九
二
号
方
面
に

境
保
全
林
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、

進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

多
く
の
地
域
住
民
が
利
用
し
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
鳥
獣

保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
に
よ
り

、
良
好
な
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
維

持
す
る
と
と
も
に
当
該
区
域
に
お

い
て
県
民
が
野
生
鳥
獣
に
ふ
れ
あ

う
場
と
な
る
こ
と
を
図
る
も
の
で

あ
る
。



徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

二

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称
、
区
域
、
面
積
及
び
存
続
期
間

名

称

区

域

面

積

存
続
期
間

入
田
特
定

徳
島
市
入
田
町
月
ノ
宮
の
入
田
春
日
橋
北
詰
を
起
点
と
し
、
同
所
か

六
五
ヘ

令
和
二
年

猟
具
使
用

ら
市
道
入
田
春
日
橋
線
を
南
に
進
み
県
道
神
山
鮎
喰
線
と
の
交
点
に
至

ク
タ
ー

十
一
月
一

禁
止
区
域

り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
同
市
と
名
西
郡
神
山
町
と
の
境
界

ル

日
か
ら
令

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
に
進
み
県
道
神
山
国

和
七
年
十

府
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る

月
三
十
一

線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

日
ま
で

吉
野
川
河

徳
島
市
東
吉
野
町
二
丁
目
の
一
般
国
道
一
一
号
吉
野
川
大
橋
南
詰
を

二
六
一

同

口
特
定
猟

起
点
と
し
、
同
所
か
ら
県
道
徳
島
吉
野
線
を
西
に
進
み
新
町
川
樋
門
に

ヘ
ク
タ

ひ

具
使
用
禁

至
り
、
同
所
か
ら
県
道
徳
島
鳴
門
線
吉
野
川
橋
南
詰
か
ら
五
本
目
の
橋

ー
ル

止
区
域

脚
と
の
見
通
し
線
を
北
東
に
進
み
同
橋
脚
に
至
り
、
同
所
か
ら
吉
野
川

大
橋
南
詰
か
ら
五
本
目
の
橋
脚
と
の
見
通
し
線
を
東
に
進
み
同
橋
脚
に

至
り
、
同
所
か
ら
阿
波
し
ら
さ
ぎ
大
橋
南
詰
か
ら
二
本
目
の
橋
脚
と
の

見
通
し
線
を
東
に
進
み
同
橋
脚
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
東
側
に
あ
る

吉
野
川
中
洲
の
北
端
と
の
見
通
し
線
を
北
東
に
進
み
同
所
に
至
り
、
同

所
か
ら
吉
野
川
右
岸
河
口
の
河
川
管
理
区
域
境
界
標
と
の
見
通
し
線
を

南
東
に
進
み
同
境
界
標
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
沖
ノ
洲
埠
頭
線
を
西

に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

鮎
喰
川
特

徳
島
市
不
動
本
町
一
丁
目
の
不
動
橋
北
詰
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら

一
九
〇

同

定
猟
具
使

同
橋
を
南
に
進
み
市
道
鮎
喰
北
島
田
堤
上
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

ヘ
ク
タ

用
禁
止
区

か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
上
鮎
喰
橋
東
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道

ー
ル

域

神
山
鮎
喰
線
を
南
西
に
進
み
同
市
一
宮
町
の
鮎
喰
川
に
架
か
る
水
道
橋

の
南
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
水
道
橋
を
北
に
進
み
同
水
道
橋
北
詰
に

至
り
、
同
所
か
ら
県
道
鬼
籠
野
国
府
線
を
北
東
に
進
み
上
鮎
喰
橋
西
詰

に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
南
岩
延
堤
上
線
を
北
東
に
進
み
中
鮎
喰
橋
西

詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
不
動
西
堤
上
線
を
北
東
に
進
み
起
点
に
至

る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域



勝
浦
特
定

勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
棚
野
の
横
瀬
橋
東
詰
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら

三
七
七

同

猟
具
使
用

町
道
棚
野
立
川
線
を
南
西
に
進
み
棚
野
ダ
ム
南
端
に
至
り
、
同
所
か
ら

ヘ
ク
タ

禁
止
区
域

同
ダ
ム
を
北
に
進
み
町
道
横
瀬
立
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

ー
ル

同
町
道
を
北
東
に
進
み
坂
本
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

右
岸
を
西
に
進
み
坂
本
川
橋
西
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
徳
島
上
那

賀
線
を
北
西
に
進
み
町
道
横
瀬
与
川
内
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
町
道
を
東
に
進
み
同
県
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道

を
東
に
進
み
横
瀬
橋
西
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
新
浜
勝
浦
線
を
北

及
び
東
に
進
み
同
町
大
字
沼
江
字
今
山
の
今
宮
神
社
前
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
県
道
南
側
に
接
す
る
今
山
谷
川
左
岸
を
北
東
に
進
み
勝
浦
川
と

の
合
流
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
左
岸
を
北
西
に
進
み
同
町
と
徳
島

市
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
に
進
み

県
道
徳
島
上
那
賀
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
及
び

西
に
進
み
町
道
生
名
中
央
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を

南
西
に
進
み
同
県
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進

み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

藍
住
特
定

板
野
郡
上
板
町
第
十
新
田
の
旧
吉
野
川
に
架
か
る
樋
門
橋
南
詰
を
起

二
、
〇

同

ひ

猟
具
使
用

点
と
し
、
同
所
か
ら
同
川
右
岸
を
北
東
、
北
及
び
東
に
進
み
Ｊ
Ｒ
高
徳

三
〇
ヘ

禁
止
区
域

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
線
を
南
に
進
み
県
道
土
成
徳
島
線

ク
タ
ー

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
県
道
徳
島
北
灘
線

ル

四
国
三
郎
橋
北
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
南
に
進
み
吉
野
川
左
岸

汀
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
汀
線
を
西
に
進
み
起
点
に
至
る

て
い

て
い

線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

宮
川
内
谷

板
野
郡
板
野
町
大
寺
の
宮
川
内
谷
川
に
架
か
る
豊
年
橋
南
詰
を
起
点

五
六
ヘ

同

川
特
定
猟

と
し
、
同
所
か
ら
同
川
右
岸
堤
防
を
西
に
進
み
同
郡
上
板
町
と
阿
波
市

ク
タ
ー

具
使
用
禁

と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
に
進
み
同

ル

止
区
域

川
左
岸
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
東
に
進
み
下
原

樋
門
南
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
樋
門
を
北
に
進
み
町
道
五
二
七
号
線

ひ

ひ

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
に
進
み
町
道
三
五
七
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
及
び
北
西
に
進
み
泉
谷
川

に
架
か
る
赤
鳥
居
橋
西
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
町
道
二
号
線
を
東
及
び

南
東
に
進
み
日
吉
橋
北
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
北
東
に
進
み

切
原
橋
北
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
町
道
四
号
線
を
北
に
進
み
大
山
谷
川

に
架
か
る
八
坂
橋
北
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
町
道
三
九
五
号
線
を
南
東

に
進
み
同
町
と
同
郡
板
野
町
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
堤
防
を
東
に
進
み
唐
ノ
口
谷
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

川
を
北
に
進
み
徳
島
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
自
動

車
道
を
南
東
に
進
み
同
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を



東
に
進
み
豊
年
橋
北
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
南
に
進
み
起
点
に

至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

那
賀
川
・

阿
南
市
那
賀
川
町
中
島
の
一
般
国
道
五
五
号
バ
イ
パ
ス
と
県
道
中
島

一
、
五

同

羽
ノ
浦
特

古
庄
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
県
道

六
〇
ヘ

定
猟
具
使

羽
ノ
浦
福
井
線
那
賀
川
橋
北
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
古
毛
古
庄
堤

ク
タ
ー

用
禁
止
区

防
線
を
西
に
進
み
県
道
勝
浦
羽
ノ
浦
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

ル

域

同
県
道
を
東
に
進
み
市
道
岩
脇
公
園
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
羽
ノ
浦
山
並
遊
歩
道
の
起
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
遊
歩
道
を
北
に
進
み
同
市
と
小
松
島
市
と
の
境
界
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東
に
進
み
同
バ
イ
パ
ス
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
バ
イ
パ
ス
を
南
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲

ま
れ
た
一
円
の
区
域

阿
南
市
平

阿
南
市
上
中
町
の
那
賀
川
橋
南
詰
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
県
道
富

三
、
六

同

野
部
特
定

岡
港
南
島
線
を
東
に
進
み
同
市
辰
巳
町
の
同
県
道
終
点
に
至
り
、
同
所

〇
〇
ヘ

猟
具
使
用

か
ら
防
潮
堤
を
南
東
及
び
南
に
進
み
派
川
那
賀
川
河
口
左
岸
と
の
交
点

ク
タ
ー

禁
止
区
域

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
左
岸
を
西
に
進
み
桑
野
川
左
岸
を
経
て
同
市
横

ル

見
町
の
同
川
を
渡
る
水
道
管
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
水
道
管

を
南
東
に
進
み
同
川
右
岸
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防

を
北
東
に
進
み
一
般
国
道
五
五
号
桑
野
川
大
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
橋
を
北
に
進
み
派
川
那
賀
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
右
岸
を
東
に
進
み
淡
島
海
岸
防
潮
堤
（
一
部
山
裾
）
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
防
潮
堤
（
一
部
山
裾
）
を
南
西
に
進
み
県
道
富
岡
港
線
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
に
進
み
市
道
畭
中
林
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
中
林
方
面
に
進
み
市
道
中
林
中
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
中
林
方
面
に
進
み
県
道
戎
山
中
林
富

岡
港
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
進
み
市
道
北
の

脇
大
浜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
に
進
み
市
道

大
浜
中
央
線
を
経
て
北
ノ
脇
海
水
浴
場
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
海
水
浴

場
の
防
潮
堤
を
南
西
に
進
み
同
防
潮
堤
の
南
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
歩

道
を
西
に
進
み
同
県
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
西

に
進
み
市
道
長
浜
大
潟
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南

に
進
み
市
道
大
潟
団
地
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
南
及
び
西
に
進
み
住
吉
神
社
に
至
り
、
同
所
か
ら
防
潮
堤
を
西
に
約

六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
進
み
答
島
港
東
岸
壁
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
市
津
乃
峰
町
と
同
市
橘
町
と
の
境
界
線
を
西
に
進
み
同
国
道
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
に
進
み
県
道
津
乃
峰
筒
崎
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
同
国
道
を
経
て
Ｊ
Ｒ
牟

岐
線
露
田
踏
切
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
線
を
北
東
に
進
み
阿
波
橘
駅
を



経
て
橘
第
一
踏
切
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
東
分
長
浜
線
を
西
に
進
み

津
乃
峰
鳥
獣
保
護
区
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境

界
線
を
北
西
及
び
西
に
進
み
津
峯
神
社
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
見
能

林
町
と
同
市
長
生
町
と
の
境
界
線
を
北
に
進
み
同
町
と
同
市
宝
田
町
と

の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
及
び
北
に

進
み
桑
野
川
左
岸
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
南
西

に
進
み
長
生
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
南
に
進
み
同
川
右
岸
堤
防

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
西
及
び
南
に
進
み
明
谷
橋
東

詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
西
に
進
み
県
道
羽
ノ
浦
福
井
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
に
進
み
市
道
西
方
下
大
野
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
及
び
北
に
進
み
県
道
阿
南
勝
浦

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
県
道
大
井
南
島

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
西
に
進
み
熊
谷
川
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
を
北
及
び
西
に
進
み
那
賀
川
右
岸
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
右
岸
を
北
に
進
み
畑
田
川
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
川
を
北
東
に
進
み
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
水
路
を
北
東
に
進
み
県
道
阿
南
勝
浦
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
県
道
を
北
西
に
進
み
持
井
橋
南
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道

那
賀
川
堤
上
線
を
東
に
進
み
県
道
大
井
南
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
県
道
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

宇
井
谷
・

阿
南
市
新
野
町
廿
枝
の
県
道
羽
ノ
浦
福
井
線
と
県
道
阿
南
相
生
線
と

四
四
三

同

桑
野
谷
特

の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
県
道
山
口
鉦
打

ヘ
ク
タ

定
猟
具
使

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
市
道
廿
枝
重

ー
ル

用
禁
止
区

友
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
に
進
み
桑
野
川
右

域

岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
右
岸
を
北
西
及
び
東
に
進
み
一
般

国
道
一
九
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
東
に
進
み

県
道
羽
ノ
浦
福
井
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
進

み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

牟
岐
・
灘

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
橘
の
Ｊ
Ｒ
牟
岐
線
辺
川
駅
を
起
点
と
し
、
同
所

五
六
五

同

特
定
猟
具

か
ら
町
道
辺
川
駅
前
線
を
東
に
進
み
町
道
小
松
線
と
の
交
点
に
至
り
、

ヘ
ク
タ

使
用
禁
止

同
所
か
ら
同
町
道
を
北
に
進
み
一
般
国
道
五
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、

ー
ル

区
域

同
所
か
ら
同
国
道
を
南
東
に
進
み
標
柱
（
徳
島
県
公
安
委
員
会
牟
岐
署

管
理
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
北
東
に
入
る
道
を
進
み
谷
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
谷
を
南
及
び
西
に
進
み
町
道
な
ぎ
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
町
道
辺
川
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
町
道
を
南
に
進
み
町
道
辺
川
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
町
道
を
西
に
進
み
町
道
横
瀬
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
町
道
を
西
に
進
み
町
道
横
瀬
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同



所
か
ら
同
町
道
を
北
西
に
進
み
一
般
国
道
五
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
国
道
を
西
に
進
み
牟
岐
橋
東
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
町
道

川
長
線
を
南
に
進
み
町
道
大
坪
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町

道
を
東
に
進
み
北
側
の
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
山
道
を

東
及
び
南
に
進
み
町
道
市
宇
谷
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
町
道
を
南
に
進
み
町
道
市
宇
谷
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
町
道
を
東
に
進
み
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
山
道
を

南
東
に
進
み
県
道
日
和
佐
牟
岐
線
（
旧
南
阿
波
サ
ン
ラ
イ
ン
）
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
第
四
展
望
台
を
経
て
谷

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
谷
を
南
に
進
み
海
岸
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
海
岸
線
を
西
に
進
み
小
張
崎
を
経
て
家
谷
造
船
所

に
至
り
、
同
所
か
ら
漁
港
突
堤
を
西
に
進
み
対
岸
の
突
堤
を
経
て
皆
谷

造
船
所
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
南
及
び
西
に
進
み
内
妻
川
河
口

の
同
国
道
内
妻
大
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
東
に
進
み
町
道

大
谷
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
に
進
み
山
道

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
山
道
を
西
に
進
み
稜
線
と
の
交
点
に

り
よ
う

至
り
、
同
所
か
ら
同
稜
線
を
西
に
進
み
Ｊ
Ｒ
山
田
ト
ン
ネ
ル
上
の
標
高

り
よ
う

一
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線
を
西
に
進
み
四
国

り
よ
う

電
力
送
電
線
甲
浦
支
線
ナ
ン
バ
ー
七
鉄
塔
に
至
り
、
同
所
か
ら
送
電
線

を
北
東
に
進
み
町
道
不
動
前
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

町
道
を
北
西
及
び
北
東
に
進
み
町
道
大
山
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
町
道
を
東
に
進
み
町
道
奥
前
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
町
道
を
北
西
に
進
み
百
々
観
音
に
向
か
う
山
道
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
山
道
を
北
西
及
び
北
東
に
進
み
谷
と
の
交
点
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
谷
を
南
東
に
進
み
正
観
寺
に
至
る
山
道
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
山
道
を
南
東
に
進
み
正
観
寺
天
照
殿
を
経
て
天
照
殿

横
に
至
り
、
同
所
か
ら
杉
谷
ハ
イ
ツ
西
側
の
同
送
電
線
甲
浦
支
線
ナ
ン

バ
ー
四
鉄
塔
と
の
見
通
し
線
を
南
東
に
進
み
同
鉄
塔
に
至
り
、
同
所
か

ら
送
電
線
を
北
東
に
進
み
海
部
老
人
ホ
ー
ム
南
の
稜
線
上
の
同
送
電
線

り
よ
う

甲
浦
支
線
ナ
ン
バ
ー
二
鉄
塔
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
老
人
ホ
ー
ム
北
側

稜
線
上
の
貯
水
タ
ン
ク
と
の
見
通
し
線
を
北
に
進
み
同
貯
水
タ
ン
ク
に

り
よ
う至

り
、
同
所
か
ら
稜
線
を
北
に
進
み
同
町
大
字
中
村
と
同
町
大
字
川
長

り
よ
う

と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
に
進
み
Ｊ

Ｒ
牟
岐
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
線
を
北
及
び
北
東
に
進
み

起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

脇
町
・
岩

美
馬
市
脇
町
野
村
の
県
道
鳴
門
池
田
線
と
野
村
谷
川
と
の
交
点
（
野

一
、
二

同

倉
特
定
猟

村
谷
橋
）
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
川
を
北
に
進
み
徳
島
自
動
車
道

七
四
ヘ

具
使
用
禁

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
自
動
車
道
を
東
に
進
み
県
道
大
谷
脇

ク
タ
ー

止
区
域

町
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
に
進
み
市
道
脇
町
五

ル



号
線
と
の
交
点
（
大
谷
川
橋
西
詰
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東

に
進
み
市
道
脇
町
一
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

北
に
進
み
市
道
脇
一
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

東
に
進
み
市
道
脇
町
二
八
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
北
東
に
進
み
県
道
脇
町
曽
江
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

県
道
を
北
に
進
み
一
般
国
道
一
九
三
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
国
道
を
南
に
進
み
市
道
脇
町
五
二
〇
号
線
と
の
交
点
（
上
曽
江
谷
橋

西
詰
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
に
進
み
同
市
と
阿
波
市
と

の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
に
進
み
県
道

鳴
門
池
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
同
国

道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
に
進
み
吉
野
川
左
岸
堤

防
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
堤
防
を
西
に
進
み
同
県
道
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ

た
一
円
の
区
域

大
川
持
特

三
好
市
山
城
町
大
川
持
の
一
般
国
道
三
二
号
と
一
般
国
道
三
一
九
号

二
五
ヘ

同

定
猟
具
使

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西
に
進
み
青
雲
橋
と
の

ク
タ
ー

用
禁
止
区

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
を
北
に
進
み
銅
山
川
左
岸
と
の
交
点
に

ル

域

至
り
、
同
所
か
ら
同
左
岸
を
西
に
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
進
み
稜
線
と
の
交

り
よ
う

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
稜
線
を
北
東
に
進
み
林
道
大
川
持
線
と
の
交

り
よ
う

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
東
に
進
み
市
道
大
川
持
五
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
市
道
大
川
持
一
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
に
進
み
市
道
大
門
川
口
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
市
道
大
川
持
三
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
及
び
北
東
に
進
み
市
道
大
川
持
明

神
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
市
道
大
門
川

口
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
対
岸
稜
線
突
端
へ
の
見
通
し
線
を

り
よ
う

南
東
に
進
み
一
般
国
道
三
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道

を
南
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

池
田
特
定

三
好
市
井
川
町
西
井
川
の
一
般
国
道
一
九
二
号
と
一
般
国
道
三
二
号

三
八
二

同

猟
具
使
用

と
の
交
点
（
四
国
中
央
橋
南
詰
）
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を

ヘ
ク
タ

禁
止
区
域

西
に
進
み
市
道
細
野
板
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

ー
ル

南
に
進
み
県
道
野
呂
内
三
縄
停
車
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
県
道
を
南
に
進
み
市
道
漆
川
橋
大
利
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
市
道
を
南
に
進
み
同
国
道
と
の
交
点
（
祖
谷
口
橋
南
詰
）
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
に
進
み
一
般
国
道
一
九
二
号
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西
に
進
み
県
道
白
地
州
津
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
に
進
み
一
般
国
道
三
二
号
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円



の
区
域
及
び
同
市
池
田
町
白
地
の
白
地
牧
場
の
外
周
に
あ
る
有
刺
鉄
線

に
囲
ま
れ
た
区
域

滝
久
保
特

三
好
郡
東
み
よ
し
町
東
山
字
滝
久
保
の
町
道
岸
上
滝
久
保
線
と
松
葉

六
二
ヘ

同

定
猟
具
使

谷
と
の
交
点
（
指
出
橋
）
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
谷
を
北
西
に
進

ク
タ
ー

用
禁
止
区

み
滝
久
保
谷
川
支
流
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
支
流
を
北
東

ル

域

に
進
み
林
道
男
山
滝
久
保
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を

南
東
に
進
み
町
道
男
山
滝
久
保
中
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

町
道
を
南
に
進
み
町
道
岸
上
滝
久
保
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
町
道
を
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

吹
特
定
猟

三
好
市
井
川
町
井
内
東
の
県
道
大
利
辻
線
と
影
谷
と
の
交
点
を
起
点

七
〇
ヘ

同

具
使
用
禁

と
し
、
同
所
か
ら
同
谷
を
東
に
進
み
農
道
樫
山
吹
線
と
の
交
点
に
至
り

ク
タ
ー

止
区
域

、
同
所
か
ら
同
農
道
を
南
西
に
進
み
農
道
吹
正
夫
線
と
の
交
点
に
至
り

ル

、
同
所
か
ら
同
農
道
を
東
に
進
み
正
夫
谷
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
谷
を
西
に
進
み
同
県
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を

北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域



徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

桑
野
西
部
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

陶

久

泰

臣

阿
南
市
山
口
町
内
田
八
九

同

木

内

正

巳

同

北
山
八
七

同

神

野

武

重

同

蓮
花
寺
六
三

同

吉

田

稔

同

大
久
保
一
七

同

露

口

秀

昭

同

一
七
七

同

山

川

聡

同

蓮
花
寺
四
三

同

新

居

俊

明

同

杉
谷
一
四
二

同

山

川

和

也

同

内
田
七
八

同

岡

花

喜
久
雄

岡

花

喜
久
雄

同

桑
野
町
大
谷
六
六

同

桑

田

治

茂

桑

田

治

茂

同

山
路
四
七

同

坂

本

正

信

同

山
口
町
北
山
五
四

同

工

藤

由

高

同

蓮
花
寺
三
四

同

陶

久

敏

郎

同

内
田
二
○

同

森

本

茂

宏

同

大
久
保
九
○
―
一

同

霜

田

亜
由
美

同

一
八
三

同

森

岡

敏

昭

同

北
山
七
六
―
二

同

神

野

浩

規

同

杉
谷
一
五
―
三

同

小

川

幸

子

同

元
長
一
四
○

監

事

濵

田

行

雄

同

内
田
一
九
一
―
一

同

霜

田

隆

同

大
久
保
八
六

同

久

田

宏

和

同

北
山
五
二

同

朝

田

夫

同

七
七

同

松

田

良

広

同

大
久
保
八
九

同

朝

田

増

夫

同

杉
谷
五
六



徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
波
市
土
成
町

令
和
二
年
十
月
十
三
日

御
所
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
及
び
美
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
六
百
六
十
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

美
馬
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
及
び
美
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
那
賀
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
及
び
那
賀
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
十
月
三
十
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
津
田
海
岸
町
一
一
二

旧

一
六
・
七
〜
一
七
・
七

三
六
・
八

９

津
田
イ
ン
タ

五
番
一
七
七
地
先

２１

ー

同

新

一
六
・
七
〜
五
〇
・
四

三
六
・
八



徳
島
県
告
示
第
六
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
十
月
三
十
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
住
吉
町
西
畭
三
六
番

七
地
先
か
ら

旧

四
・
〇
〜
一
六
・
一

五
四
〇
・
〇

１

大
林
那
賀
川

同

那
賀
川
町
中
島
一
七

４１

阿
南

一
四
番
三
地
先
ま
で

同

新

六
・
〇
〜
一
六
・
五

五
四
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
十
月
三
十
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
住
吉
町
西
畭
三
六
番

七
地
先
か
ら

旧

四
・
〇
〜
一
六
・
一

五
四
〇
・
〇

１

同

那
賀
川
町
中
島
一
七

９

富
岡
港
南
島

１

一
四
番
三
地
先
ま
で

同

新

六
・
〇
〜
一
六
・
五

五
四
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
十
月
三
十
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
吉
井
町
地
神
北
三
八

番
一
二
地
先
か
ら

旧

四
・
八
〜
八
・
六

五
〇
〇
・
〇

２

同

楠
根
町
南
原
六
〇
番

８

大
井
南
島

２

一
地
先
ま
で

同

新

六
・
九
〜
一
三
・
三

五
〇
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
十
月
三
十
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
椿
町
瀬
井
二
九
番
一

地
先
か
ら

旧

四
・
二
〜
三
六
・
三

五
八
〇
・
〇

７

福
井
椿
泊
加

同

宮
ケ
谷
二
番
一

８２

茂
前

地
先
ま
で

同

新

六
・
八
〜
五
六
・
七

五
八
〇
・
〇



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

会
計
責
任
者

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

の

氏

名

て
設
け
ら
れ
る
支
部

立

憲

民

主

党

徳

島

県

令

和

二

年

庄

野

昌

彦

増

田

秀

司

徳
島
市
昭
和
町
三
丁
目
一－

二

○

総

支

部

連

合

会

十

月

八

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

政
党
の
支
部

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

国

民

民

主

党

徳

島

県

総

支

部

連

合

会

庄

野

昌

彦

令

和

二

年

九

月

十

一

日

国

民

民

主

党

徳

島

県

第

１

区

総

支

部

庄

野

昌

彦

令

和

二

年

九

月

十

一

日

国

民

民

主

党

徳

島

県

第

２

総

支

部

黒

﨑

章

令

和

二

年

九

月

十

一

日

立

憲

民

主

党

徳

島

県

連

合

武

内

則

男

令

和

二

年

九

月

十

四

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

徳
島
県
公
職
選
挙
運
動
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

芝

山

日

出

髙

徳
島
県
公
職
選
挙
運
動
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

徳
島
県
公
職
選
挙
運
動
等
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
公
職
の
候
補
者
が
、
」
を
削
り
、
「
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
申
請
書
に
、
県
委
員
会
が
交
付
す
る
別
記
第
二
十
七
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
し

た
原
稿
用
紙
に
記
載
し
た
掲
載
文
一
通
及
び
写
真
一
枚
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
申
請
は

、
別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
申
請
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
記
第
二
十
七
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
た
原
稿
用
紙
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下

「
原
稿
用
紙
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
掲
載
文
一
通

二

裏
面
に
党
派
名
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
手
札
型
の
上
半
身
像
の
写
真
（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
掲
載

文
を
添
付
す
る
と
き
は
、
当
該
掲
載
文
を
記
録
し
た
原
稿
用
紙
に
記
録
し
た
も
の
）
一
枚

第
五
十
条
第
一
項
中
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
、
「
前
条
第

一
項
」
を
「
前
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
二
中
「
記
載
し
よ
う
と
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
よ
う
と
」
に
、
「
記
載
す
る
」
を

「
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
記
載
し
た
掲
載
文
」
を
「
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
掲
載
文
」
に
、
「

あ
つ
た
と
き
、
又
は
記
載
し
た
文
字
」
を
「
あ
つ
た
場
合
又
は
掲
載
文
に
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た

文
字
」
に
、
「
当
該
文
字
の
記
載
」
を
「
期
限
を
定
め
て
、
当
該
掲
載
文
の
記
載
又
は
記
録
」
に
、
「
あ

る
も
の
と
す
る
」
を
「
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
記
載
し
た
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し

た
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
「

写
真
製
版
に
よ
り
」
及
び
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
の
下
に
「
原
稿
用
紙
に
」
を
加
え
、
「
記
載

し
直
し
た
」
を
「
記
載
し
直
し
、
又
は
記
録
し
直
し
た
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
七
十
五
条
第
六

項
」
を
「
第
百
七
十
五
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式
の
そ
の
一
・
Ａ
の
備
考
第
一
号
及
び
同
様
式
の
そ
の
一
・
Ｂ
の
備
考
第
一
号
中
「
第

五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
六
項
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
三
・
Ａ
の
備
考
第
一
号
及
び

同
様
式
の
そ
の
三
・
Ｂ
の
備
考
第
一
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附

則



こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
十
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

徳
島
県
公
職
選
挙
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

芝

山

日

出

髙

徳
島
県
公
職
選
挙
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

徳
島
県
公
職
選
挙
事
務
処
理
規
程
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
の
項
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
の
二
中
「
指
定
関
係
投
票
区
」
を
「
指
定
関
係
投
票
区
等
」
に
、
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」

を
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「
生
年
月
日
」
を
「
年
齢
」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
二
号
様
式
の
二
中
「指

定
関
係
投
票
区

」
を
「指

定
関
係
投
票
区
等

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
二
号
様
式
の
三
中
「第

２
６
条
第
２
項

」
を
「第

２
６
条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
二
号
様
式
の
四
中
「指

定
関
係
投
票
区

」
を
「指

定
関
係
投
票
区
等

」
に
、
「第

２
６
条

第
２
項

」
を
「第

２
６
条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
十
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。


